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介護老人保健施設ケアセンターゆうわ 

重要事項説明書 
 

１．施設の概要 

  （１）施設の名称等 

    事 業 者 名  社会福祉法人恒和会 

施 設 名  介護老人保健施設ケアセンターゆうわ 

    開設年月日  平成１３年７月１５日 

    所 在 地  山口県柳井市伊保庄字近長浜１番４ 

    電 話 番 号  ０８２０－２７－６００１ 

    代 表 者 名  理事長 中 村 雅 彦 

    管 理 者 名  橋 本 一 夫 

    指 定 番 号  ３５５１２８００１３ 

 

  （２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要         

な医療と日常生活上のお世話などの介護老人保健施設サービスを提供することで、入所者

の能力に応じた日常生活を営むことができるようにすることを目的とした施設です。さら

に、家庭復帰の場合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行いますので、安心して

退所いただけます。 

     この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解

いただいた上でご利用ください。 

 

[介護老人保健施設ケアセンターゆうわの運営方針］ 

     入所者様のニーズに応じて、リハビリテーション、看護及び介護が一体化となった医療

及びケアを目指します。また、行政、地域とのタイアップを図り、短期入所療養介護、通

所リハビリテーションと組み合わせて地域の要支援及び要介護老人の在宅支援サービス

を行います。 

 

 （３）施設の職員体制（介護老人保健施設、短期入所療養介護） 

職 種 定 員 職 務 内 容 

管理者（医師） 1人 従業員の管理及び業務の管理 

理学療法士 4人以上 機能回復訓練業務並びに家族への指導相談 

言語聴覚士 1人以上 機能回復訓練業務並びに家族への指導相談 

看護職員 10人以上 看護業務並びに衛生管理業務 

介護職員 24人以上 日常生活全般にわたる介護業務 

支援相談員 3人以上 
相談指導並びに生活指導業務、レクリエーション等の計

画指導、苦情処理業務など 

管理栄養士 

栄養士 
1人以上 栄養管理、栄養指導、献立作成等の業務 

介護支援専門員 1人以上 
利用者の施設サービス計画、立案業務、並びに要介護認

定申請手続き業務等 

薬剤師 1人 医師の指示に基づく調剤業務並びに服薬指導 

事務員 1人以上 保険請求並びに庶務一般事務等 

※管理者と医師は兼務することがあります。 

 

（４）入所定員等 定員１００名（うち認知症専門棟３５名） 

（短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を含む） 

     療養室  個室（１人部屋）：１６室   

多床室（２人室）：８室  多床室（４人室）：１７室 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 
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利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人、

扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただく為、来所し

ていただきます。 

 

② 食事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入所者の身体の状況、病状を考慮して下

記の時間に食事を提供します。 

朝 食     ７：３０～ 

嗜好品（ジュース等） １０：００～ 

昼 食    １２：００～ 

おやつ      １５：００～ 

        夕 食    １８：００～ 

    ※自立支援のため、離床して食堂でおとりいただくことを原則としています。 

  

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 

週に２回。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

 

④ 排泄 

入所者の病状や心身の状態に応じて、排泄方法を検討します。 

 

⑤ 医学的管理・看護 

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、看

護職員が、ご利用者の状態に照らして適切な医療、看護を行います。 

 

⑥ 介護（退所時の支援も行います） 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

 

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

原則として機能訓練室で行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハ

ビリテーション効果を期待したものです。 

 

⑧ 相談援助サービス 

当施設には支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。また、要望や

苦情なども速やかに対応いたします。      

 

⑨ 理美容 

月２回、理美容サービスを実施します。 

※理美容サービスは別途料金をいただきます。 

 

⑩ 行政手続代行 

要介護認定の更新申請の代行をご家族からの申し出があれば行います。ただし、柳井市、

平生町に限らせて頂きます。 

 

⑪ その他 

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくも

のもあります。 

※寝たきり防止の為、離床に配慮したケアを行います。また、生活のリズムを考え、毎朝

夕の着替えを行うようにしています。 

 

３．利用料金 

（１）法定給付 

     事業者が利用者に介護老人保健施設サービスを提供し、それに対する保険給付費が事業

者に支払われる場合、利用者には介護サービス費用から保険給付費を差し引いた額（以下

の表の「自己負担額」）をお支払いいただきます。 

 

①  基本料金 

 （※この料金は、介護保険負担割合証に記載された割合が 1 割の方を示しており、1



 - 3 - 

割以外の方は負担割合証に記載された割合になります。） 

 

介護保険施設サービス費Ⅰ（ⅱ）【在宅強化型】 

個室利用の場合に適用されます 

介護度 一日あたり 一月あたり（３０日） 

要介護１ ７８８円  ２３，６４０円  

要介護２ ８６３円  ２５，８９０円  

要介護３ ９２８円  ２７，８４０円  

要介護４ ９８５円  ２９，５５０円  

要介護５ １，０４０円  ３１，２００円  

 

介護保険施設サービス費Ⅰ（ⅳ）【在宅強化型】 

多床室（２人部屋、４人部屋）利用の場合に適用されます 

介護度 一日あたり 一月あたり（３０日） 

要介護１ ８７１円  ２６，１３０円  

要介護２ ９４７円  ２８，４１０円  

要介護３ １，０１４円  ３０，４２０円  

要介護４ １，０７２円  ３２，１６０円  

要介護５ １，１２５円  ３３，７５０円  

 

 

② 各種加算 （※この料金は、介護保険負担割合証に記載された割合が 1 割の方を示し

ており、1 割以外の方は負担割合証に記載された割合になります。ただし、

介護職員処遇改善加算は同じ掛け率です。） 

 

初期加算Ⅰ（入所した日から３０日間に限り 1 日に

つき） 
６０円 

初期加算Ⅱ（入所した日から３０日間に限り 1 日に

つき）※ただし初期加算Ⅰ・Ⅱのどちらかを算定 
３０円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）（１日につき） ５１円 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（1 回まで） ４５０円 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）（1 回まで） ４８０円 

認知症ケア加算（1 日につき） ７６円 

短期集中リハビリテーション加算Ⅰ（１日につき・

３月以内） 
２５８円 

短期集中リハビリテーション加算Ⅱ（1 日につき・３

月以内） 
２００円 

認知症短期集中リハビリテーション加算（１日につき） ２４０円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ（１日に

つき） 
５３円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ（１日に

つき） 
３３円 

栄養マネジメント強化加算（１日につき） １１円 

排せつ支援加算（Ⅰ）（１月につき） １０円 
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排せつ支援加算（Ⅱ）（１月につき） １５円 

排せつ支援加算（Ⅲ）（１月につき） ２０円 

低栄養リスク改善加算（１月につき） ３００円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（１月につき） ３円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（１月につき） １３円 

療養食加算（１回につき） ６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１日につき） ６円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）（１月につき） ９０円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１月につき） １１０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（１月につき） ４０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（１月につき） ６０円 

自立支援促進加算（１月につき） ３００円 

夜間職員配置加算（認知症専門棟）（１日につき） ２４円 

若年性認知症入所者受入加算（１日につき） １２０円 

経口移行加算（１日につき） ２８円 

経口維持加算Ⅰ（１日につき） ４００円 

経口維持加算Ⅱ（１日につき） １００円 

退所時情報提供加算Ⅰ（１回まで） ５００円 

退所時情報提供加算Ⅱ（１回まで） ２５０円 

退所時栄養情報連携加算（１回まで） ７０円 

入退所前連携加算（Ⅰ）（１回まで） ６００円 

入退所前連携加算（Ⅱ）（１回まで） ４００円 

協力医療機関連携加算Ⅰ（１月につき） ５０円 

協力医療機関連携加算Ⅱ（１月につき） １００円 

生産性向上推進体制加算Ⅰ １００円 

生産性向上推進体制加算Ⅱ １０円 

認知症チームケア推進加算Ⅰ（1 月につき） １５０円 

所定疾患施設療養費Ⅱ（１月に 1 回連続する 10 日ま

で） 
４８０円 

安全対策体制加算（入所時に１回まで） ２０円 

R8.6.1 から 

介護職員等処遇改善加算Ⅱロ 

 

所定単位×９．３％ 

 

     

 

〇 外泊時費用 

外泊された場合は、外泊初日と最終日以外は上記料金に代えて一日につき加算とな
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ります。 

ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いに

なりません。 

外泊時費用 ３６２円 

 

 

＊ご利用者様の様態が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は別途料金を頂

きます。 

 

③ 居住費（滞在費） 

    介護保険施設サービスをご利用の際、居住費をお支払いいただきます。この居住費は、１

日あたりで設定されています。 

   

    

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

個室（１人部屋） １，７２８円 ５１，８４０円 

多床室（２人部屋 

・４人部屋） 
４３７円 １３，１１０円 

 

 

※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は、段階により以下のようになります。 

     【利用者負担第１段階】 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

個室（１人部屋） ５５０円 １６，５００円 

多床室（２人部屋 

・４人部屋） 
０円 ０円 

      

【利用者負担第２段階】 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

個室（１人部屋） ５５０円 １６，５００円 

多床室（２人部屋 

・４人部屋） 
４３０円 １２，９００円 

 

【利用者負担第３段階（1）】 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

個室（１人部屋） １，３７０円 ４１，１００円 

多床室（２人部屋 

・４人部屋） 
４３０円 １２，９００円 

 

     【利用者負担第３段階（2）】   

 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

個室（１人部屋） 
R8.8.1 から 

１，４７０円 

R8.8.1 から 

４４，１００円 

多床室（２人部屋 

・４人部屋） 
４３０円 １２，９００円 

 

 

④ 食費 

      介護保険施設サービスをご利用の際、食費をお支払いいただきます。この食費は、１

食あたりではなく、１日あたりで設定されています。 
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 一日あたり 

R8.8.1 から 

一カ月あたり（３０日） 

R8.8.1 から 

食費 １，５４５円 ４６，３５０円 

 

※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は、段階により以下のようになります。 

     【利用者負担第１段階】 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

食費 ３００円 ９，０００円 

      

【利用者負担第２段階】 

 一日あたり 一カ月あたり（３０日） 

食費 ３９０円 １１，７００円 

     【利用者負担第３段階（1）】 

 一日あたり 

R8.8.1 から 

一カ月あたり（３０日） 

R8.8.1 から 

食費 ６８０円 ２０，４００円 

 

【利用者負担第３段階（2）】 

 一日あたり 

R8.8.1 から 

一カ月あたり（３０日） 

R8.8.1 から 

食費 １，４２０円 ４２，６００円 

 

＊入所者が選定する特別な食事の費用 

     通常の食事以外で特別メニューを選定された場合に別途料金を頂きます。 

 

（２）法定外給付 

下記料金は希望者のみとなります。 

① 電気使用料／日（消費税を含みます） 

     居室内で家電製品等を使用された場合にお支払いいただきます。ただし、使用開始前に

は管理者の許可が必要です。 

電気使用料（電気毛布・電気アンカ・テレビ・

パソコン等） 
１種類１００円／日  

電気使用料（ラジオ・電気カミソリ・携帯等） １種類１１円／日  

 

② テレビ使用料（電気使用料、消費税を含みます）／日 

     施設のテレビをレンタルされた場合にお支払いいただきます。ただし、台数に限りがご

ざいますので入所前に御相談ください。 

テレビ申込手数料（イヤホン代） 初回のみ２５０円  

テレビ使用料 ２００円／日  

 

③ 私物の洗濯代／月 

     施設にてご利用者の洗濯物をお預かりし、洗濯した場合にお支払いいただきます。また、

施設で洗濯が困難な場合は、業者委託します。ただし、原則として洗濯は、ご家族の方に

お持ち帰りいただいて洗濯していただきますようお願いしておりますので、入所前にご相

談ください。 
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洗濯代（20 日以上） １２，０００円／月  

洗濯代（10 日以上 20 日未満） ８，０００円／月  

洗濯代（10 日未満） ４，０００円／月  

その他洗濯（汚れがひどい場合など） 業者委託  

 

 

 

 

④  嗜好品代／日 

   毎日 10 時の嗜好品の提供を希望された場合にお支払いいただきます。 

ジュース等 ２１０円／日  

 

⑤ 散髪代／回 

     施設での業者による散髪を希望された場合にお支払いいただきます。 

散髪代（ カットブロー ） ２，３００円  

  

⑥ 文書料／通（消費税を含みます） 

     健康診断書等の文書をご希望により主治医が作成しました場合にお支払いいただきま

す。ただし、料金については文書の内容により異なりますので、事前にお知らせさせてい

ただいたうえで、決定させていただきます。 

文書料（健康診断書等） ２，２００円以上／通  

 

  ⑦ 日常生活品費／日 

   日常生活品費とは、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、保

険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないものを指し、当施設の場合タ

オル、バスタオル、おしぼり、シャンプー、ボディーシャンプーをその対象とします。ま

た、クラブ活動等、個別に行うものについての材料費等の教養娯楽費はその都度、別途実

費を徴収いたします。 

   なお、タオル類は、入浴時を含め平均的な使用枚数の２枚を基本にさせていただいてお

りますが、これ以上お使いになられてもそれ以上料金は徴収いたしません。    

日常生活品費 ２５０円／日  

 

  

４．利用料金の支払い 

 毎月２０日前後に、前月分の請求書をお送りします。お支払いの方法は、口座振替を原則

とします。（引落日は原則２５日です。） 

 

５．協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。（但し、下記医療

機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での

診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 

医療機関の名称 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター 

    所在地     山口県柳井市伊保庄 95 

    電話番号    0820-27-0211 

  

    医療機関の名称 山口県厚生農業共同組合連合会周東総合病院 

    所在地     山口県柳井市古開作 1000 番地 1 

    電話番号    0820-22-3456 

 

    医療機関の名称 医療法人恵愛会柳井病院 

    所在地     山口県柳井市柳井宮本東 1910-1 

    電話番号    0820-22-1002 
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    医療機関の名称 坪井歯科医院 

    所在地     山口県柳井市伊保庄西高須浜 5043-47 

    電話番号    0820-23-5522 

 

    医療機関の名称 松井クリニック 

    所在地     山口県柳井市南浜 1-8-3 

    電話番号    0820-24-5311 

 

 

    医療機関の名称 医療法人光輝会 平生クリニックセンター 

    所在地     山口県熊毛郡平生町 569-12 

    電話番号    0820-56-2000 

 

 

    医療機関の名称 奥田歯科医院 

    所在地     山口県柳井市中央 2-13-15 

    電話番号    0820-23-3773 

 

６．施設利用に当たっての留意事項 

○ 規則 

施設内における規則並びに注意事項などを入所時にスタッフより説明を行います。そ

の後、スタッフより指導を受けたにもかかわらず規則を守られない場合は退所のお話を

させていただく場合があります。 

 

○ 面会 

面会時間 午前９時から午後７時３０分（時間厳守） 

      面会者は３Ｆ事務局カウンターに設置してある面会簿に記入してください。なお、面

会される場合、食べ物、見舞金の持ち込みはご遠慮ください。 

 

○ 外出・外泊 

管理者（医師）の許可が必要ですので、前もってサービスステーションへお知らせく

ださい。 

 

○ 入所中、外泊時等の施設外での受診 

入所中、外出・外泊時に他の病院（診療所）を受診することは原則としてできません。

担当医師が必要と認めた場合のみ病院（診療所）を紹介します。その場合は医師からの

紹介状を用意いたしますので前もってご相談ください。 

なお、無断で受診されますと退所となりますのでご注意ください。 

 

○ 飲酒、喫煙 

施設内は禁煙です。また、施設内での飲酒も禁止させていただいております。 

 

○ 設備、備品の利用 

施設内の療養室、設備、備品は本来の用法に従ってご利用ください。破損・汚損が生

じた場合、賠償していただく場合があります。 

 

○ 変更事項の届出 

健康保険証、介護保険証等の有効期限切れやその他、何らかの変更事項がありました

ら、速やかに事務所まで連絡ください。 

 

○ 貴重品、現金について 

当施設では、貴重品、現金の持ち込みを禁止しております。 

 

   ○ 飲食物の施設内持ち込みについて 

      当施設では、食中毒防止の観点から、飲食物の持ち込みを禁止しております。 

 

７．秘密の保持 

   ① 正当な理由がない限り、利用者および連帯保証人に対するサービス提供にあたって知り
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得た秘密は漏らしません。 

   ② 当施設に勤務する職員についても、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密は守り

ます。また、職員がその職を退いた後も同様とします。 

   ③ サービス担当者会議などにおいて、サービス計画の作成などのために限り、 利用者及

び連帯保証人の個人情報を用いることがあります。 

 

 ８．個人情報の利用目的 

利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念のもと、お預かりしている個人情報について、

利用目的を以下のとおり定めます。 

① 利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

② 上記以外の利用目的 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 

９．研修生の介護現場等への同席 

当施設は、介護職等の研修施設の委託を受けております。研修・養成の目的で介護職等の

学生等が、介護などに同席する場合があります。その際には当施設職員同様、業務上知り得

た利用者またはその家族の秘密は守ります。 

 

 

１０．非常災害対策 

    この施設の火災その他、非常事故を未然に防止し、万一災害が発生した場合、施設の被害
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を最小限度にするため、「 ゆうわ苑防火管理規程 」を定めます。 

 

１１．緊急時の対応 

    サービス提供時に入所者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や

協力医療機関、各関係機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

１２．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、次の行為を禁止しま

す。 

① 施設の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること 

② 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

 

１３．施設サービス計画及び栄養ケア計画の策定及び見直しについて 

施設では、入所時及び入所中に、施設サービス計画及び栄養ケア計画の策定及び定期的な

見直しを行います。その際に、ご家族に来所いただき、説明及び同意をいただいております

ので、ご協力をお願いいたします。 

 

１４．身体拘束の禁止 

原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

    ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前に入所者及び

その家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の入所者の心

身状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

また、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その

結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図るとともに。身体拘束等の適正化のた

めの指針を定め、介護職員その他従業者に対し必要な研修を定期的に実施します。 

 

１５．施設内事故にかかわる対応と賠償責任保険会社等 

    施設のサービス提供により事故が発生した場合は速やかに市町村及び当該入所者の家族

等に対して連絡を行い、必要な措置を講じます。同時に事故の状況、及び事故に際し採った

処置を記録します。また、入所者に対して賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速や

かに行います。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

 

１６．虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者：田房 利一 

（2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知

徹底を図っています。 

（3）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町に通報します。 

 

１７．ハラスメントへの対応 

 認知症等の病的な要因を考慮した上で、下記のような行為がありハラスメントとみなされる場合

は、サービスの中止や契約を解除する場合があります。 

 

 ＜契約を解除する具体例＞ 

 

 暴力または乱暴な行動 

 ・物を投げつける 

 ・刃物を向ける、服を引きちぎる、殴るけるの暴力 

 ・怒鳴る、奇声、大声を発する など 

 

 セクシャルハラスメント 
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 ・介護従事者の体を触る、手を握る 

 ・腕を引っ張り抱きしめる 

 ・卑猥な言動 

 ・女性のヌード写真を見せる など 

 

 その他 

 ・介護従事者の自宅の住所や電話番号を何度も聞く 

 ・ストーカー行為 

 ・周囲に迷惑をかける言動 

 ・無理な要求、対象範囲外のサービスの強要 など 

 

１８．苦情などの窓口 

    提供されている介護老人保健施設サービスに不安や不満がある場合、いつでも、どのよう

なことでも、下記の窓口にお申し出ください。 

 

  【相談・苦情窓口】 

    相談・苦情解決責任者：田房 利一 

相談・苦情受付担当者：田邉 摂子 

    ご利用時間：毎日 ８：２０～１７：２０ 

    ご利用方法：・窓口での受付 

          ・苦情受付箱での受付（事務室前に設置） 

          ・電話での受付 

 電 話 番 号：０８２０－２７－６００１ 

   

【苦情解決第三者委員】 

・沖村 宏明（住職、元民生委員）〔電話番号０８２０－２２－０６１４〕 

〒742-1352 柳井市伊保庄小木尾上４３５１ 

・山中 孝之 〔電話番号０８２０－２３－８６０５〕 

〒742-1351 柳井市旭ヶ丘１１番４号 

・吉田 佳子（幼稚園園長）［電話番号０８２７－２１－０７２５］ 

〒740-0028 岩国市楠木町３丁目２－３０ 

 

 

  また、公的機関においても苦情の申し出ができます。 

 

  【柳井市健康福祉部高齢者支援課】 

     所 在 地：柳井市南町１丁目１０番２号 

     電話番号：０８２０－２２－２１１１ 

【山口県柳井健康福祉センター 保健福祉総務室】 

      所 在 地：柳井市南町３丁目９番３号  

     電話番号：０８２０－２２－３７７７ 

【山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班】 

     所在地：山口市滝町１－１ 

     電話番号：０８３－９３３－２７７４ 

【山口県福祉サービス運営適正化委員会】 

     所在地：山口市大手町９－６ 

     電話番号：０８３－９２４－２８３７ 

  【山口県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情相談斑】 

     所 在 地：山口市朝田１９８０番地７ 

     電話番号：０８３－９９５－１０１０ 

  【平生町健康福祉課】 

     所 在 地：熊毛郡平生町大字平生町２１０番地１ 

     電話番号：０８２０－５６－７１１５ 

【上関町民生課】 
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     所 在 地：熊毛郡上関町大字長島 ５８３番地１ 

     電話番号：０８２０－６２－１７７７ 

  【田布施町健康保険課】 

     所 在 地：熊毛郡田布施町大字下田布施３４４０番地 1 

     電話番号：０８２０－５２－５８０９ 
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この重要事項説明書は原本と相違ないことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

 社会福祉法人 恒 和 会 

  理事長 中 村  雅 彦 

     （公 印 省 略） 

 

  契約担当者           ㊞  


